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1. データ連携インターフェース
API定義、データフォーマット定義、ゲートウェイを担う。

2. データ交換サービス
（監視・加工機能、一時ストレージ）

患者に必要のないデータを切り分けるために、データ交換サービスを設ける。一

時ストレージとして設け、交換が必要なタイミングのみ実施される仕組みとする。

3. 公開/連携のトラスト管理

（組織の認証機能）

オンライン資格確認は個人の紐づけが対象のため、連携トラスト管理機能を

置き、組織としての医療機関等の制御、信頼付与を行う。

4. データレイク
（公益・研究開発利用でのストレージ）

公益・研究開発利用でのデータは膨大であり、データ連携インターフェースを用

いるとデータ取得に時間がかかる可能性があり、データレイクを持つ。

プラットフォームに必要な重要機能

5. 認証認可、ユーザーID管理
自身の治療等の目的で誰がアクセスしたかのログをブロックチェーン等を活用し、

それを国民に開示することで、「社会的なトラスト」を醸成すべくユーザID管理

などを行う。

6. 患者市民ポータル
データ交換や、公開情報のコントロールを行う。

7．データアクセスサービス
データアクセス認証認可、データカタログ、データ申請を担う。ホスト識別プロト

コル（HIP）などを活用。

8．開発者ポータル
APIカタログ、データフォーマット定義を有する。

提言2 データ基盤の整備
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1. 生涯の診療記録を蓄積する
標準化されたデータ形式の設定

2. 組織トラストに基づく、相互運用性の
ある地域医療クラウド等構築

3. データ連結のためのID整備
（マイナンバー：災害時の有用性）

4. 効率的な出入力業務設計
（マン・マシーン・インターフェイス）

5. 関連するあらゆる情報の適切な連
携を可能とするプラットフォーム
の構築

取り組むべきこと

骨太の方針等の政府方針として明記し

• 「機械が読める情報」での連携＝情報連携であると指針を明示
「人間が読解できればいい」という考えにもとづくPDFなどでの情報連携ではなく、「機械

が読めること」を想定した情報連携を推進する。

• FHIR導入だけでは解決が難しい標準化課題の明示と対応策検討
FHIRを導入するだけでは解決しない標準化に関する事項（たとえば医療機関により

検査コードが異なる等）を明らかにし、標準化の課題を細分化する。

• 全国で共通したID管理基盤の整備
ユーザの全国的な共通管理を国が主導して行い、地域ごとのシステム連携が検討しや

すくなる、ID管理基盤は整備する。

• 組織認証に基づくトラストネットワークの設計
組織を電子証明書で認証するという視点のもと、組織をベースにしたトラストネットワー

クのシステム構築を行う。

• 各医療機関で必要となる人材要件と配置基準の設定
ゼロトラスト・セキュリティの根本は人であり、どのような能力をもつ人材が必要か定義化

し、それらの方をどのように医療機関に配置するのか方針を提示する。

• 現場の業務効率向上のための方針を設定
システム導入により二重業務が現場で生じることなく、現場の業務負荷を軽減し、業

務効率向上につながるためのシステム導入が進むための方針を設定する。

今後、政府等で検討されるべき事項

提言2 データ基盤の整備
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理想

現状

患者が医療データを理解し利活用へ
同意することに過度に依存した

仕組みであり、情報連携の範囲が限定的、
患者に代わって利活用を監視する

第三者機関も明確でなく
基本的なルールが定められていない

1. 権利保護のもとで同意原則不要化

2. 一次利用でアクセスしたユーザを
判別できるID管理の実装

3. 二次利用の目的等に応じた
アクセス制御（出口規制）

4. データ利活用の出口規制を担う
公的管理機関や規定等整備

情報取得時での同意は原則不要で、
公益・研究開発利用での出口規制や

標準コードの品質管理などを担う
医療データ利活用に向けた
公的機関が設置されている

プラットフォームの
目的明示

提言3. データガバナンス実装

取り組むべきこと
骨太の方針等の政府方針として明記し

早急に取り組むべきこと

Ⅰ

データガバナンスの
方向性明示Ⅱ

一次利用：自身の治療等利用目的
二次利用：公益・研究開発利用目的












